
一
頁

○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
七
号

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第

二
百
九
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法

律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

採
択
地
区
協
議
会
を
設
け
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
採
択
地
区
協
議
会
の
会
議
の
議
事
録
を
作
成
し
た

（別添２）



二
頁

と
き
は
、
そ
の
議
事
録

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則

第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
第
二
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


